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FIT制度の導入に伴う太陽光発電施設の増加 

改正FIT法による制度改正について（資源エネルギー庁、平成29年3月）より抜粋、一部加工 







5 改正FIT法による制度改正について（資源エネルギー庁、平成29年3月）より抜粋 

ＦＩＴ法の改正について 



6 改正FIT法による制度改正について（資源エネルギー庁、平成29年3月）より抜粋 

ＦＩＴ法の改正について（新認定制度） 



7 改正FIT法による制度改正について（資源エネルギー庁、平成29年3月）より抜粋 

事業計画策定ガイドライン（国） 
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 ●関係法令、条例の遵守 
 

  ・関係法令、条例の規定に従い、土地及 
   び周辺環境の調査を行うことが必要 
 

  ・必要な措置や手続き等について、国、 
   県、市町に確認及び相談 
  
  

県ガイドラインの概要（関係法令、条例の遵守） 



11 

①設置するのに適当でない区域 
 関係法令、条例の規定により開発
行為が厳しく制限（原則不許可など
）されている区域や、防災、環境保
全、景観保全等の観点から、太陽光
発電施設の設置に関し、許可を要す
る区域 

県ガイドラインの概要（区域の設定） 

伊勢志摩国立公園 
 （志摩市） 

 農用地区域 
 （津市） 

国史跡美旗古墳群の馬塚古墳 
    （名張市） 
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・事業計画の早い段階で、
県担当課及び施設の設置を
計画している市町担当課へ
事業概要書を提出するよう
求めます。 
 
・事業概要書提出時に聞き
取りを行います。 
 
・事業概要書提出後も、事
業認定申請予定時期など、
各段階において聞き取りを
行います。   

県ガイドラインの概要（事業概要書の提出） 



14 

・事業計画作成の初期段階から地域住民と適切なコ 
 ミュニケーションを図る。 
・事業概要書等を用い、地域住民に説明。 
・隣接する水路等への排水や土砂流出について、事 
 前に水路管理者に相談。 
・事業計画や排水、土砂流出などについて説明を求 
 められた場合は、事業計画の早い段階で地域住民 
 へ説明。 
・要望、苦情、懸念等に対する誠意をもっ 
 た対応。 

県ガイドラインの概要（地域住民とのコミュニケーション） 
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●保守点検・維持管理 
・事業計画の認定申請時提出した保守点検、維持管理に係る実 
 施計画に則り保守点検、維持管理を実施。 
・発電性能の維持に関する作業（除草時の除草剤利用等）を実 
 施するに当たり、地域住民や周辺環境地域に影響が及ぶこと 
 がないよう努める。 
 
●非常時の対処 
・発電設備の破損や第三者への被害をもたらすおそれがある事 
 象が発生した場合の速やかな対応。 
・地域への被害が発生するおそれがある場合又は発生した場合、 
 市町及び地域住民へ速やかに連絡。 
・被害防止又は被害拡大防止のための措置。 
・被害が発生し、損害賠償責任を負う場合、適切かつ誠実な対 
 応。 

県ガイドラインの概要（適正な保守点検・維持管理） 
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●撤去・処分等 
・廃棄物処理法等の関係法令を遵守し、事業終了後、 
 可能な限り速やかに撤去・処分する。 
・第三者がみだりに発電設備に近づかないよう、適切 
 な措置を行う。 
・県、市町、地域住民と合意した事項がある場合は、 
 当該事項に従い責任をもって対応する。 
 
●廃止届の提出 
・写しを県、市町に提出する。 

県ガイドラインの概要（廃止届の提出） 
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●情報収集 
・県の関係法令、条例所管課と市町の担当課に対して不適切案 
 件や地域住民等からの相談件数について定期的に照会を行う。 
・事業者に対し、運用開始までの期間、法令等の手続状況や住 
 民説明会の実施状況など、各段階での聞き取りを行う。 
●情報共有 
・県庁内会議や県と市町の連絡会議において、情報共有を行う 
 とともに、ガイドラインの効果、改善点について意見交換を 
 行う。 
●ホームページにおける公表 
・不適切案件の概要と地域住民等からの相談件数等を定期的に 
 県のホームページ上で公表する。 
●ガイドラインの改定 
・ガイドライン施行後の効果を確認し、必要に応じてガイドラ 
 インの改定を行う。 

県ガイドラインの概要（ガイドラインの効果の確認） 


